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議 事 課 主 査 山 中 康 二

ただいまから産業活性化・○外山 衛委員長

雇用対策特別委員会を開会いたします。

当委員会の活動も残すところわずかとなりま

したが、本日も含め、どうぞよろしくお願いを

申し上げます。

本日の委員会の日程でございますけれども、

お手元に配付の日程案をごらんください。ま

ず、農政水産部に本県の農業法人の現状と取り

組み状況について説明をしていただき、次に、

商工観光労働部に、製造業の事業所数等につい

て、製造業の技術向上支援について、平成19年

度の企業誘致の状況について、説明をいただき

ます。その後に委員会報告骨子（案）について

協議をお願いしたいと思いますが、このように

取り進めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定○外山 衛委員長

をいたします。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時２分休憩

午前10時３分再開

委員会を再開いたします。○外山 衛委員長

農政水産部においでいただきましたので、早

速ですが、概要説明をお願いいたします。

農政水産部でございま○後藤農政水産部長

す。どうぞよろしくお願いいたします。

本県の農業、それから水産業を取り巻く情勢

につきましては、大変厳しい状況にございます

が、農政水産部一丸となりまして、農業・農

村、水産業・漁村の振興に全力を尽くしている

ところでございます。委員長を初め委員の皆様

には今後ともどうぞよろしく御指導、御鞭撻の

ほどお願い申し上げます。

まず、お手元の特別委員会資料、１枚お開き

いただきたいと思います。本日の議題等書いて

ございますが、まず、本日出席しております幹

部職員の紹介につきましては、１ページの名簿

でかえさせていただきたいと思います。本日の

議題になりますが、２の本県の農業法人の現状

と取り組み状況につきまして、法制度の概要、

さらには農業法人化に際しての支援策等につい

て、この後、地域農業推進課長から御説明させ

ていただきます。

私のほうからは以上でございます。よろしく

お願いいたします。

それでは、本県農業○岡崎地域農業推進課長

法人の現状と取り組み状況について御説明いた

します。

委員会資料、２ページをお願いいたします。

まず、１の農業法人の現状でございます。農業

法人は、農業に関する事業を行う法人の総称と

いうことで、農地を所有、使用し、野菜などの

農業生産を行う農業生産法人と、畜産や農作業

受託などの農地を必要としない一般農業法人と

に分かれます。また、法人の設立形態も、農協

法に基づく農事組合法人と、会社法に基づきま

す株式会社や合資・合名・合同会社などの形態

がございます。なお、有限会社につきまして

は、平成18年に施行されました会社法によりま

して株式会社の一形態とされましたので、従前

の有限会社は特例有限会社と表記いたしており

ます。

中ほどの図に示しておりますとおり、本県で

は、平成19年１月１日現在、525の農業法人が活

動しております。このうち、農地を使用する農

業生産法人が240法人で45.7％を占めておりま

す。また、設立方法別では、特例有限会社が79



- 3 -

％の415法人あり、最も多く、その内訳は、農業

生産法人が197法人で47％、一般農業法人が218

法人の53％となっております。

次に、（２）の類型別の状況では、畜産が285

法人の54％と最も多く、以下、野菜、花卉の順

となっております。

３ページをお願いいたします。２の他産業か

らの農業分野進出の状況についてであります。

他産業から農業に参入する場合、会社の定款等

を変更し、経営の一部門として農業を始める場

合と、新たに別会社を設立して農業を始める場

合とがあります。平成19年１月の調査では、40

法人が他産業から農業に参入いたしておりまし

て、そのうち24法人が農業生産法人となってお

ります。（１）の業種別の参入状況では、建設

業からが15社の37.5％で最も多く、次いで農産

物卸業者となっております。（２）の生産品目

別の参入状況では、野菜が20法人と半数を占

め、次いで畜産が12法人で約３割となっており

ます。野菜生産に取り組んでおります法人のう

ち、４分の３を占めます15社は露地野菜の生産

に取り組んでおります。また、そのうち５社は

建設業からの参入となっております。

４ページをお開きください。農地を利用して

農業に参入する法人形態についてであります。

農地を利用して農業に参入する場合、農業生産

法人を設立する場合と、平成17年から始まりま

した特定法人貸付事業を利用する二つの方法が

ございます。

まず、（１）の農業生産法人を設立する場合

ですが、農業を行おうとする法人が農地の所有

権や賃貸借権、使用貸借権等を取得するために

は、農地法第２条第７項に規定されております

農業生産法人となる必要があります。このため

には、法人要件、構成員要件、役員要件、事業

要件の四つの要件を設立時だけではなく会社設

立後も満たしている必要があります。まず、ア

の法人要件でございますけれども、平成13年３

月からは株式会社にも認められております。た

だ、上場している株式会社の場合、法人の構成

員となります株主が変動することから、定款に

株式の譲渡制限のある株式会社に限り農業生産

法人として認めることとされております。

イの構成員要件につきましては、農業者や農

協だけでなく、法人と継続的な取引関係にござ

います食品加工業者やスーパーなども農業生産

法人に出資することで構成員になることができ

ます。

次に、ウの役員要件につきましては、役員総

数の過半が、原則、年に150日以上、法人の行う

農業に従事し、かつその過半が農作業に60日以

上従事することとされています。その下に例を

書いておりますが、役員３名の法人の場合、２

名の役員が法人の行う農業に150日以上従事し、

その過半、１名では要件を満たさないために２

名となりますが、この２名が農作業に60日以上

従事する必要がございます。なお、ここで言う

法人の行う農業従事は、農作業だけではなく、

法人の経理や営業といった管理業務や加工など

の農業法人に関連する業務もいいということに

なっております。

エの事業要件は、法人の売り上げの過半が農

業及び農業関連事業である必要がありまして、

農業関連事業は、加工、販売、農産物の受託、

ライスセンター等の共同利用施設の設置運営な

どとされております。

次に、（２）の特定法人貸付事業を利用する

場合ですが、担い手の高齢化や減少により地域

農業の担い手が確保できず、耕作放棄地が相当

程度発生している地域においては、平成17年９
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月より、農業生産法人でなくても、例えば株式

会社○○といった企業形態のままで農地を活用

した農業生産が可能となっております。アの法

人要件は、業務執行役員のうち１人以上の者

が150日以上農作業または農業に係る法人の管理

運営業務に従事していれば、上場している株式

会社あるいはＮＰＯ法人でも可能となっており

ます。

イの参入できる区域は、耕作放棄地の解消が

困難な地域となっておりますが、本県では全市

町村で参入可能となっております。また、この

特定法人は、耕作放棄地または耕作放棄地にな

るおそれのある農地を核に、その周辺の農地も

含めて利用することができます。

ウの農地の借り入れにつきましては、特定法

人として農業に参入を希望する法人と市町村と

がその事業計画等について協定を結んだ上で、

県の農業振興公社やＪＡが行っております農地

保有合理化事業により農地を借り入れることと

なります。

特定法人が農業を休止するなど市町村との協

定に違反した場合、農地利用に関する契約が解

除されますが、協定に違反しない限り契約が解

除されることはありません。また、土地所有者

との了解が得られれば、借入期間の延長も可能

であります。なお、全国では平成19年９月まで

に256社が特定法人として農業に参入しておりま

すが、本県での参入実績は現在のところござい

ません。

５ページをお願いいたします。４の農業法人

化等に対する支援についてであります。県では

経営体質の強い担い手の育成を図るため、農業

経営の法人化を推進するとともに、他産業から

農業参入を希望する法人などが円滑に地域農業

に参入できるよう支援いたしております。ま

ず、①の新規農業法人経営安定支援事業は、地

域農業の担い手であり、重要な地域雇用の場と

なる農業法人の育成を加速するため、法人化し

て５年以内で雇用者をふやす農業法人を対象と

して、経営規模の拡大に必要な農業機械・施設

の整備を支援しております。平成18年度に８法

人、平成19年度に９法人に対して支援を行った

ところでございます。

②の異業種参入支援事業は、他産業から農業

参入を希望する法人に対し、県農業会議が事業

主体となり、研修会や個別相談活動を行ってお

り、またこの個別相談活動と並行いたしまし

て、行政書士、司法書士あるいは税理士、社会

保険労務士などを派遣し、円滑な農業参入や参

入後の経営安定を支援いたしているところでご

ざいます。

③の企業等農業参入支援加速リース事業は、

国庫事業でございますけれども、国が一般企業

などの農業参入を平成22年までに500社にすると

いう目標を掲げ、特定法人貸付事業を活用した

企業の農業参入を加速させることといたしまし

て、平成19年度に本事業を創設したものでござ

います。他産業から農業に参入する場合に必要

となる農業機械・施設を県農業振興公社が取得

し、参入企業にリースする事業で、当該公社の

取得経費を無利子で国が貸し付ける事業でござ

います。なお、本県においてまだ実績はござい

ません。

次に、６ページをお開きください。農業法人

に対する技術支援などについてであります。①

の農業改良普及センターによる技術指導につき

ましては、他産業から農業に新規参入した法人

や新しい品目に取り組もうとする農業法人など

を対象に技術指導を行うとともに、法人に就職

した社員についても指導しているところでござ
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います。

また、②の社団法人宮崎県農業法人経営者協

会によります指導助言は、農業法人の情報交換

の場を確保し、経験豊かな農業法人から新規参

入農業法人へのきめ細かな指導助言を行います

とともに、経営力を強化するため、他産業や産

学官連携による情報交換会などを開催いたして

おります。

また、（３）にありますとおり、他産業から

農業に参入した特定法人であっても、市町村か

ら経営改善計画の認定を受けることで認定農業

者となりまして、国、県の補助事業や制度資

金、税制などの支援措置を受けることができま

す。

７ページをお願いします。最後に、参考資料

といたしまして、本県で他産業から農業に参入

した事例を紹介いたしております。事例１は、

建設業者が焼酎業者と提携した原料カンショの

生産を行うために、農業生産法人を立ち上げ、

参入した事例で、カンショの生産に必要なつる

切り機や掘り取り機等の整備を県単独事業で支

援しているところでございます。事例２は、農

産物卸業者が提携している給食や生協などに安

定的に供給するため、農業生産法人を立ち上

げ、参入した事例で、需要に応じた生産量を確

保するため、一時期30ヘクタールまで拡大いた

しましたけれども、生産技術の不足あるいは台

風災害などによりまして経営が安定しなかった

ため、現在、10ヘクタール規模にいたしており

ます。

次に、８ページをお願いいたします。事例３

は、食品加工会社が原料を安定供給するため、

契約農家と農業生産法人を立ち上げた事例で、

青ネギだけでなく、他の原料についても検討が

進められていると聞いております。また、事例

４は、山間地域の建設業者が高齢化などで耕作

放棄地となった農地の復元を行いながら、農業

生産を行っているものであります。

最後に、９ページでございますけれども、事

例５は、高齢化した地域の担い手の要望にこた

えるため、建設業者が茶の収穫作業を受託して

いるものであります。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

御意見、質疑等ございまし○外山 衛委員長

たら、お願いいたします。

農業生産法人につきましては、か○福田委員

なり脚光を浴びまして、一時期はマスコミをに

ぎわせたわけでありますが、最近、小康状態で

あります。いろんな事例を御説明いただきまし

て、成功した事例あるいは頑張っている事例あ

りますが、もう一つ、実際農業をやっている方

が農業生産法人を設立した事例もあるわけであ

りまして、この方々のものについてはここでは

フォローされておりませんが、今、私が御相談

受けている案件で大変厳しい案件がございま

す。若手の農業者が農業生産法人という、見方

によっては、いろんな補助事業や助成措置があ

りますから、バラ色に見えたんでしょうね。そ

れに飛びついて、設立して、やってみたが、う

まくいかない。その後、資金的に行き詰まりを

来す。こういう事例等も出ているわけでござい

まして、県下で農業者みずからがつくった生産

法人でうまくいっている例、あるいはちょっと

厳しいなという事例、いろいろあると思います

が、その辺の状況を教えてほしいんですが、

きょうは他産業やあるいはそれに付随する法人

等からの農業生産法人への参入でございました

から、ほぼマスコミ等で出ていた材料でありま

すから、わかるんですが。
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法人ということでつ○岡崎地域農業推進課長

くっているものですから、今、手元にはござい

ませんが、例えば農業者の方が農業生産法人を

立ち上げて成功しているといいますか、やって

いるのは、児湯郡にあります河野農園さん、あ

あいうところは非常に成功している。ミニトマ

トの生産でございますけれども、成功している

事例だろうと思っております。また、その他の

事例についてはちょっと整理させてください。

当委員会でも河野農園、視察をさ○福田委員

せていただきまして、立派な成功事例の一つだ

と思っています。私もよく知っている人でした

から。その反面、非常に厳しい方もいらっしゃ

るようでありますから、その辺もひとつフォロ

ーをお願いしたいと思います。

私は、宮崎県の農業をこれから支えていく上

で、農業者、みずからやっている人で拡大志向

の方は農業生産法人をつくっていかれると思い

ますが、そうでない方は、現状維持の方はそん

なにメリットのあるものじゃないと思います

が、その農業の周辺産業、ここでは農業生産物

の卸等が出ていましたが、このあたりの方々が

今から後継者不足で本県の主力でありますハウ

ス園芸等があいてきますね、離農されまして。

その辺の受け皿として非常に有効だということ

を近隣の事例から見ておりまして、ぜひその辺

も取り組んでいく必要があるんではないかと

思っております。これは農業団体がみずから借

りることもいいですし、あるいは青果の商いを

やっている皆さん方が新たに農業生産法人を起

こしてつくることも大事と思いますが、その辺

も取り組んでみる必要があるなと。せっかく過

去いろんな資金を投下して、県内に多くの園芸

ハウス等をつくっている。それが後継者不足で

空きハウスになる。もったいない。そういう気

がいたしますから、これについてはどうお考え

でしょうか。

本県の農業の担い手○岡崎地域農業推進課長

を育成するためには、委員おっしゃいましたと

おり、農家、農業法人、集落営農組織などなど

多種多様な担い手の育成が大切であるとまず考

えております。その中でも、先ほど委員おっ

しゃいましたように、限りある資産でございま

すし、農業につきましては、御案内のとおり、

初期投資の軽減というのが一番大切である。非

常に大きな投資が要りますので、そのために

は、今、委員がおっしゃいましたような空きハ

ウス等の情報を集めて提供するということも重

要でございますし、また一部ではそういうこと

もやっておりますので、今後そのあたりをまた

関係機関とも協議しながら、構築していく必要

があると考えております。

農業は非常に難しいと思います。○徳重委員

生産したものが販売されて所得につながらなけ

れば意味がないと思うんです。どうしたら生産

したものが適当な価格で販売できるか。先ほど

農業法人で一緒に視察した例の都農の河野さ

ん、ここは、御案内のとおり、ちゃんとした販

路をしっかりと確保されているということが大

きいと思います。そして、技術的にもすばらし

いものができていると考えますときに、法人を

幾らつくっても、これがちゃんと販売できるよ

うなルートに乗るかということが非常に大事だ

と思うんです。そこで、法人も単体ではなかな

かうまく販路に乗せきらない。ならば、農協な

り、何らかの大きな組織とうまくタイアップし

て、定時・定量・定質の産物を生産するほかな

いんじゃなかろうかと思うんです。そういった

指導がなされないと、法人をつくってやればい

いということではいけないし、さらに農産物、
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特に耕種農業、一般農業にあっては連作障害と

いうのも当然出てくるわけです。そうなってき

ますと、いいものがとれないとなれば、圃場を

作物ごとにリンクしながら作付していくと。こ

の法人はことしはこういうものをつくり、Ｂ法

人はこういうものをつくりというような形でお

互いに連携をとり合っていかないと、法人の存

続すら難しくなるんじゃないかと。１年目はよ

かったが、ここに書いてあるように、技術が伴

わなくてうまくいかなかったと。30ヘクタール

までは一挙に２～３年でぐっといくんだけれど

も、その後が技術的なもの、あるいはそういっ

た生産が、いい品物ができないというようなこ

とでだめになったんじゃなかろうかと思ってい

ますが、そういったことを考えると、うまく

やっていかなきゃいけない、どこが中心になる

かということですね。単体の法人だけでは非常

に厳しいんじゃないかと思うんですが、いかが

でしょうか。

その点につきまして○岡崎地域農業推進課長

は、全く委員のおっしゃるとおりだと思ってい

ます。私どものほうで担い手の総合的な支援を

いたしますために、県の担い手支援総合推進協

議会というのをつくっておりますし、地域で

も、県、ＪＡ等々が、関係機関が全部集まりま

して、地域のそういう担い手協議会をつくって

おります。したがいまして、その中で、法人が

地域に参入するということになりましたら、地

域の農業者の方とうまくそこは一緒にお互いに

上がっていくということが一番大事でございま

すので、そういう指導をやっていく必要がある

ということが一つございます。

それから、先ほど御説明しましたけれども、

社団法人農業経営者協議会というのがございま

す。これは95社ぐらい今、加入しておりますけ

れども、そういう協議会もございますので、そ

ういうところと協議しながら、そういう新規の

農業法人に対する指導等もやっていきたいとい

うふうに考えております。

継続しなければ、投資したものが○徳重委員

全く返ってもきませんし、そのまま借金として

残ってしまいますから、ぜひひとつそういった

組織づくりをしっかり行政のほうでは進めてい

ただかないといけないかなと思っております。

教えてほしいんですけれども、４○十屋委員

ページの農地を利用して農業に参入する法人形

態として(１)と(２)があるんですが、(２)のほ

うは全国では256社が参入しているけれども、宮

崎ではまだないというお話だったと思うんです

が、文章を見る限りにおいては、県内では適用

しにくい条件か何かあるんですか。

まず、これにつきま○岡崎地域農業推進課長

しては、市町村のほうで構想の中に位置づけを

していただく、それで地域に参入できるように

なるということで、それにつきましては、本県

では全市町村で参入可能となるということで、

市町村側の受け手はそれで終わっております。

あと、一つには、始まったばかりということも

あって、九州でも半分ぐらいしかまだ実際これ

で参入した県はないんですけれども、今後は、

これはそのままの形態で参入できますので、こ

ういう事業を伸ばしていきたいと。特に障壁と

いうのはないんですが、市町村のほうは協定を

結んで、会社さんの経営形態であるとか、どう

やりますかとか、そういうところをきちんと聞

いた上で市町村と協定を結んで、それからやる

ということになりますので、そこのところをい

ろいろ手続的なものでやっているんだと思いま

すが、障壁的なものはないというふうに考えて

おります。
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株式会社でも建設土木だけではな○十屋委員

くてほかのいろんなところ、参入しやすいのか

なと思って見ていたんです。ということは、市

町村と契約を結ぶところが、市町村のほうがそ

ういうふうに募集しないというと語弊がありま

すけれども、取り組まれているのか取り組まれ

ていないのかというのはどんな状況なんです

か。

市町村につきまして○岡崎地域農業推進課長

は、今、農業委員会の総会あたりにお邪魔いた

しまして、特に耕作放棄地の解消にも有効な手

段の一つになりますので、そのあたりを含めま

して、市町村のほうにはいろいろと推進のお願

いをしているところでございます。

県から今、お願いしているという○十屋委員

ことで、今後そういう動きが出てくるというふ

うに見てよろしいんでしょうか。

そういう動きを市町○岡崎地域農業推進課長

村のほうでぜひ出していただきたいというふう

に考えております。

最後のページ、９ページで五大建○十屋委員

設さん、ここで労働力の提供の開始ということ

で平成15年ぐらいからやられているんですけれ

ども、お茶摘みの作業の手伝いをしているんだ

と思うんですが、それに従事する社員の方が２

名ということで、五ヶ瀬はお茶で有名なので、

おいしいお茶がつくられているので、２名の方

が常時は行ってなくて一時短期間的なものなの

か、それとも常時すべての最初から茶摘みまで

作業をされているのか、そのあたりはどうなん

ですか。

ちょうど茶摘みのこ○岡崎地域農業推進課長

ろは工事が出ませんので、その期間を使って

やっているようでございます。

ということは、まるっきり異業種○十屋委員

参入というよりも、お手伝いをしている部分の

ほうが大きいと。労働力提供で、お茶の生産に

は直接的にはかかわりがないと。私たちもいろ

いろ農業者の方から聞くと、建設産業も苦しい

とはいいながら、農業はやっぱり経験もいろん

な技術も必要で、悪いかどうか別にして、農業

をなめるなよみたいなことも聞くんです。異業

種参入がなかなか進まないのもそのあたりも、

先ほど徳重委員も言われたように、技術的なも

のが難しいのかなと。そして、もうけなきゃい

かんということで、我々もいろんな面で参入し

てほしいと思うんですが、土木サイドの予算か

らしても少ないし、農政サイドのいろんな事業

があるにしても、額的に先ほど県単事業のやつ

でも2,400万でしたか、機械等の支援事業、県単

でも144万と2,400万、これで促進が図れるのか

なという思いもあるんですけれども、そのあた

りは予算的にはどうなんですか。

確かに委員おっしゃ○岡崎地域農業推進課長

るとおり、農業に参入する場合、資金が要りま

すし、その前にまず土地が要りますし、いろん

な機械等が要りますし、農業の技術が要りま

す。そういう複合的な経営、それからもうから

なくちゃいけないということがございますの

で、なかなか厳しいと思います。ただ、事業に

つきましては、これが全部で足りるかどうかと

いうのは難しい話だと存じますけれども、そう

いう参入したいという方にこのあたりからまず

やっていきたいと。それといろんな説明会で説

明しておりますので、個別にいろいろ相談を受

けて、その中で、この事業に乗っていけるよう

な人について具体的に指導助言を行っていると

いうところでございます。

私は、お願いを込めての話なんで○権藤委員

すが、事業転換とか、農業分野で採算がとれる
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ということは非常に難しいと思うんです。そう

いう中で、行政としてもっと業種別のデータ整

理とか、これだけの土地とか、これだけのハウ

スで何人の従事者でやったら、これぐらいの売

り上げとか、経費がかかりますよと。もちろん

それに突っ込んでいく個人は、その数倍の情報

を整理して決断が必要なんですけれども、それ

が今の場合には全然、オーソライズされた、こ

うだよという専門分野ごとの情報が整理されて

いないんじゃないかという感じがするんです。

やっている人は大体のことは、感覚はわかって

いるんだろうと思うんですが、そこが整備され

ていって、今度はまた中央あるいは人口集中地

域の消費の問題等を念頭に置きながら、実際に

自分がそこに踏み込んでいこうとする人はかな

り情報を集めて決断していく、資金的なものを

準備する、そういうふうになっていくと思うん

ですが、今の場合には、建設産業が厳しいから

ということで、農業分野あるいは福祉分野、い

ろいろ言われていますが、特に土地は宮崎県の

場合には十分あると思うんです。技術もある程

度あるんじゃないかと思うんですが、しかし、

今以上に農業分野に踏み込んでいくだけの生産

や出荷や採算性というものがあるのかどうかと

いうことは、専門でやっている人もわからない

んじゃないかという気がするんです。例えば農

協の中には部会とかそういうものがあるんじゃ

ないかと思うんですけれども、その部会ごと

に、モデルでもいいんですけれども、そういう

ものをある程度、採算性がとれるためには、ハ

ウスの場合にはキュウリだったらこういう事例

がありますよというようなものをそれぞれの業

種ごとに示しながら……。今のを見ていると、

個人が踏み込んでいくかどうかということで

あって、踏み込んでいく場合にはこういう支援

の制度がありますよということなんですが、農

業サイドとしては本当は、農業分野で平均年齢

が70歳とかあるわけですから、５年、10年した

らやれなくなる。そういうときに、宮崎の今、

全国で５～６番目と言われる生産額を維持する

ためには、畜産分野ではこういう姿が望ましい

と。ピーマン、野菜、それぞれあるわけですけ

れども、あるいは売り値がこう上がったり下

がったりしたときは限界で、これはやれません

よと。そういうものをある程度行政として整理

していく中で、専門分野に踏み込んでいく人の

一つの判断材料を提供するという部分が今まだ

整理されていないんじゃないか、そういう気が

するんです。

したがいまして、県の行政だけでは絶対難し

いだろうと思うんですが、農協さんとかいろい

ろチームを組んで、そういう結果的には将来の

宮崎県の農業の分野ごとの生産体制が、きちっ

としたものじゃないけれども、大体こういう姿

に行くべきだというものも逆を言えば描かれて

いないんじゃないか、そういう気がしているの

で、今後、雇用の問題等で農業分野に進出して

くれる若い人たちがいないと農業が維持できな

くなる、しかし進出した人が不幸になるような

非常に厳しい過酷な条件ばかりがあるというこ

とでも、行く人がいなくなるんじゃないか。結

果的には、今の高齢者の人がやめたらそれが放

棄地になったり、農家戸数が一どきにぐっと下

がる時期が来たりというようなことだと、宮崎

の農業というのは維持されないんじゃないか、

そういう気がしておりますので、我々の雇用の

問題というところにやっぱり共通するところは

あると思うんです。農業がどういうふうに将来

宮崎は進むべきか、そのための条件は何なのか

ということを整理してもらうことがまだ十分
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じゃないなと、足りんなというような気がして

おりますので、お答えがあればお答えいただい

て、聞きたいと思います。

例えば農業参入する場合○米良営農支援課長

にどういう品目でどういう栽培規模でやって

いったらいいのかというようなことが一番初め

に問題になるわけでございますけれども、そう

いった意味の経営管理指針というのを、各地域

にあります農業改良普及センターごとにその地

域に合った主な品目について指針をつくってい

るところでございます。当然、個別農家を中心

にしてつくっておりますけれども、どのくらい

の規模でやったらどのくらいの所得を得られ

る、大体500万以上ぐらいの所得が得られるよう

な規模で、こういう規模でやればこの程度がで

きますということでの指針をつくっておりま

す。それらを参考にしながら、法人として参入

される方々についても、さらに経営計画の作成

指導や技術の指導、こういうものをやりなが

ら、できるだけ経営安定させていくように指導

していっているところでございますし、今後も

そういうふうに進めたいというふうに思ってお

ります。特に技術と販売、販売のところがそれ

ぞれ個別個別で対応しなくちゃいけないところ

でございますけれども、技術も含めて総合的に

支援していきたいというふうに思っています。

概念的なことは余り言いませんけ○権藤委員

れども、個人で取り組んでいく場合には個人の

責任範囲でできるんです。会社組織とかという

ことになると、お金を投資して、従業員を雇っ

て、営利企業でいけるか、こういうことで非常

に難しいと思いますので、地域なりに適地と

か、児湯郡あたりでもここの地域は何がいいと

いうのを前、描いたことがあると思うんです

が、そういう一つの条件を、普通の農業に取り

組んでいこうという人のために判断材料を、今

の指針プラス、さっき言いましたように売り値

の推移とか、そういったことを含めた形で、個

人あるいは取り組む個人企業というか、単体と

しての企業が検討として判断していくことかも

しれませんが、そういうことを今後ぜひ整理し

ていただきたいということを要望したいと思い

ます。

まさにそのとおりだろう○米良営農支援課長

と思います。法人経営体、組織経営体としての

モデルもある程度はつくっておりますけれど

も、今ありましたように、個別個別でやっぱり

大分状況が変わってくるだろうと思いますか

ら、いろんなデータを総合的に考えながら、指

導してまいりたい、支援してまいりたいという

ふうに思います。

農業法人の立ち上げをすると○外山三博委員

いうのは、資本的なこともあるし、いろんな手

続、いろいろありますね。お聞きしたいんです

が、今ある会社が、具体的に一番わかりやすい

例として、酒造メーカー、焼酎メーカーが芋を

材料として使うということで、会社の定款を変

えて農業生産もやると。農業法人じゃないから

土地は取得できませんね。リースで土地を借り

て芋を生産していく、この場合、制約はあるん

ですか。

この場合、農地を所○岡崎地域農業推進課長

有しなくても、農地の権利の設定になりますの

で、使用貸借権、賃貸借権、これについてもす

べて農地の権利になりますので、今おっしゃっ

た例でそのままではできないということになり

ます。したがいまして、特定法人貸付事業であ

れば、この事業を利用すれば今の会社のままで

可能ということになります。

最後に言われた条件、どうい○外山三博委員
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う条件があれば酒造会社が農業することができ

るんですか。

今の会社がそのまま○岡崎地域農業推進課長

の形態で定款変更して参入したいということで

したら、農地を使用する場合は、現時点では特

定法人貸付事業に乗っていくという方法しかご

ざいません。

最後に言われた事業をもう○外山三博委員

ちょっと詳しく言ってください。

まず、要件といたし○岡崎地域農業推進課長

ましては、４ページの(２)のアをごらんいただ

きたいんですが、株式会社そのものはできます

ので、株式会社であってもＮＰＯ法人であって

も可能と、形態としては結構でございます。た

だ、役員の要件として、１点だけございます。

業務執行役員のうち１人以上の者が耕作等、い

わゆる農業に従事するという要件がございま

す。この２つをクリアしていただいて、市町村

に行っていただきまして、市町村に農業経営の

計画であるとか、そういうのを出した上で、市

町村と協定を結んでいただいて、そして参入が

可能と。協定を結んだ上で、農地を借りるとき

に、今度は例えばＪＡの農地保有合理化法人が

ありますので、そこから農地を借り入れるとい

う形になります。

市町村と結ぶ協定の中身とい○外山三博委員

うのはどんな要件があるんですか。

ここはいろいろとご○岡崎地域農業推進課長

ざいますけれども、例えば耕作等の事業の内

容、そういう事業を行うための農地の面積、地

域の農業における当該法人の役割分担、例えば

水管理をしますとかそういうもの、それから協

定の実施の状況について報告いたしますと、そ

ういうような状況、それとあとは役員要件、役

員についてこの方を出しますと。一番大事なの

が、何をやりますと、例えば果樹をやりますと

か、露地野菜を生産しますとか、そういうもの

が必要となります。

今まで県内で株式会社がこの○外山三博委員

形で協定を結んで農業分野に出た例というのは

あるんですか。

これは17年にできた○岡崎地域農業推進課長

制度でございますが、現時点で本県では事例は

ございません。

農業法人で酒造会社が３社○外山三博委員

入っていますね。これは、農地法人は別組織で

立ち上げたということですか。

すべて土地を利用す○岡崎地域農業推進課長

る場合、農業生産法人を立ち上げたという形で

ございます。

なぜ聞いたかというと、五ヶ○外山三博委員

瀬の造園業のヤナセ緑化さんというのが水の仕

事を始めて、五ヶ瀬で水をくんで天照水という

形で販売したんです。そのときに社長から聞い

た話で、造園業と余り関係ないわけですから、

別法人を立ち上げをしたいということで銀行に

相談したところ、新しい法人だから信用力がな

いと、今までの企業体でやれば銀行もバック

アップしますということで、ヤナセ緑化の事業

部としてやっているんです。今いろいろなぜ聞

いたかというと、例えば酒造会社が別法人を立

ち上げる、そのことを銀行に相談に行くと、多

分その辺のところで、資金はどうですかと、そ

うなれば今の酒造会社でおやりになったらどう

ですかという話になるわけです。新規に農地法

人を立ち上げるということは、人材面、資金

面、ハードルが高くなる。特に酒造会社なんて

いうのは、材料は全部農産物ですから、米、

芋、そうなると、その辺のハードルが少し低く

なれば、そういう形で農業分野に進出しやすく
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なるんじゃないかという感じがするものだか

ら、こういうことをお聞きしたんですが、どう

でしょうか、その辺のところは。

国がこの事業を創設○岡崎地域農業推進課長

したのは、今まさに委員がおっしゃいましたよ

うに、株式会社がそのままで参入できるように

と。参入するためには別会社をつくる。別会社

つくるためには登記も必要でございますし、い

ろいろ資本力とかそういうのも必要でございま

す。そういうことから、直接参入できるように

したのがこの事業でございます。

それともう１点は、この事業は所有権は認め

ません。あくまで賃貸借権に限ると。というの

が、株式会社でございますので、やはりそこの

ところは一定の網をかけなくちゃいけないとい

うことがございます。

もう１点は、この事業で、先ほどちょっと漏

らしましたが、参入できる場所は耕作放棄地あ

るいは耕作放棄地となろうとする農地、今、耕

作放棄地じゃないけれども、例えば来年あるい

は再来年にはもうリタイアしてつくる人もいな

い、そういう農地を中心にやっていただきたい

と。ただし、その農地を中心にすれば、それ以

外の農地、例えばここに農地がありまして、そ

の周辺の農地も欲しいという場合は可能となる

ということでございます。

最後の部分でずっと言われた○外山三博委員

ことがこの事業のポイントで、最初にそういう

話をしてもらえばわかったんですが、そういう

意識でこういう方向で考えておられるとわかり

ました。結構です。

関連ですけれども、特定法○外山 衛委員長

人貸付事業を利用するための県の要綱とか条件

のペーパーはないんですか。そういうものがあ

れば、後日で結構ですからいただければ、いろ

んな条件がクリアできますものね。

後ほど要綱、要領、○岡崎地域農業推進課長

あるいは先ほど委員おっしゃいました協定書の

案といいますか、例文について提出したいと思

います。

一般農業法人、それから農業生産○十屋委員

法人が設立して事業に乗るまでは大体どのくら

いの年数、めどを皆さんの頭の中では考えてお

られますか。個別にそれぞれの状況は違うと思

うんですが、そこに一歩踏み出すためには、何

年をめどにペイして利益を上げてという、当然

法人であればそういう計画を立てるんですが、

行政側としてはどのくらい、会社の体力もあり

ますので、それぞれここにあります野菜、露地

と施設、畜産等いろいろありますけれども、実

例としてはどのくらいをめどに考えておられる

んですか。

当然、最初に経営計画を○米良営農支援課長

つくって、投資の回収見込みを含めながら、立

ち上げるわけでございますけれども、大体５年

間ぐらいの計画をつくりまして、その中で黒字

化していくという、基本的には最初からある程

度とんとんでいかないと、運転資金が回らない

ということになりますから、できるだけ１年、

２年で黒字が出るような形での経営計画が立て

られるような方式じゃないと無理だろうという

ふうに考えております。ただ、果樹とかあるい

は畜産、こういったものについては回転が

ちょっと遅いですので、当然３年、４年と長い

期間がかかると。その間の資金力が問題になる

ということだと思います。

先ほどなぜ県単事業の話をするか○十屋委員

となったときに、それぞれの資金力がなかなか

厳しいので異業種参入が進まないというのが現

実としてありますので、いろんな貸付金事業と
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かもあるんでしょうけれども、そのためには

やっぱり保証があったりとかいろんなものが出

てきます。そのあたりを解消しないと異業種に

入っていくというのには難しいのかなというふ

うに思っています。どんどん進めてほしいと思

いながら、なかなか進まないという矛盾したと

ころがあるので、もう少しそのあたりをきちん

と整理する必要があるのかなと思っておりま

す。意見だけです。

今、委員のおっ○岡崎地域農業推進課長

しゃっていましたことで補足させていただきま

すと、先ほどちょっと御説明したんですが、19

年度から国庫事業として、企業が参入するとき

の機械・施設等、リースで貸し出すという制度

も、５ページの③に載せておりますが、こうい

う事業も新設しておりまして、国のほうでもそ

ういうのに向けて今いろんな支援体制を検討し

ておるところでございます。

過去、異業種参入をされた方、私○山下委員

も、問題点が何がありますかと、そういうこと

でいろいろ話を聞いているわけですが、飛び地

が多いということで農地の集積が難しいと。先

ほどもちょっと出ておるんですが、いわゆる非

耕作地というような条件不利地が多いんです。

大体そういうところをつくっておられて、農業

参入されているものですから、利益が残らな

い、作業性が悪い、こういう問題が出ているん

ですが、その辺の把握はされておりますか。

特に北諸のほうだろ○岡崎地域農業推進課長

うと思いますが、法人の方からそういう話は何

回かお聞きしておりますし、また直接見えて、

そのあたりの農地情報とかそういうのを整備す

べきだという話も伺っております。現在、農地

情報についてもいろいろ整備に取りかかってい

るんですが、個人情報との絡みもあるものです

から、現時点で完全には進んでいないんですけ

れども、そのあたりの情報を整備して、それか

ら農地保有合理化事業がございますので、この

あたりを利用して集積が進むようにする必要が

ございます。ただ、その地元に、法人もですけ

れども、農家の方がいらっしゃいますので、そ

の方たちとの調整をうまくやる必要がございま

すので、そのあたりを地元の担い手推進協議会

等で十分協議してまいりたいというふうに考え

ています。

これが待ったなしだろうと思うん○山下委員

です。それと基盤整備のおくれているところ、

ここが大型機械を入れようとしても効率が悪

い。もろもろの問題を抱えていますから、基盤

整備の今後進められる可能性とか、その辺の検

討というのはされておるんでしょうか。

今の農地集積に絡めて、○佐藤農村計画課長

私たち基盤整備部門といたしましては、県の中

長期の土地改良事業計画をもとに今、計画的に

進めているところであります。北諸地域におき

ましても、法人が幾つか入っておられて、農地

集積と基盤整備を絡めて事業を進めていくとい

うような形で、畑地帯総合整備事業、かなりま

だ賦存量ございますけれども、そういった国営

事業の水と絡めてまたそれも推進しているとい

うふうな状況であります。委員おっしゃいます

ように、農業生産の基盤となる、私たちの基礎

となる部分というのがどうしても今後の農業の

展開を進めていく上で基本となるところですの

で、積極的に進めてまいりたいというふうに考

えております。

担い手の農家対策もそうなんです○山下委員

けれども、農地の基盤整備、そして農地の集積

というのは生産性を上げる上で待ったなしであ

りますから、このようなことも十分検討しなが



- 14 -

ら、さらにこういう推進していく上では待った

なしの条件でありますから、整備をしていただ

きたいと思っています。

それと、米つくりに参入された方が今、米の

値下がりで元も子もないと。反当７万、８万

残っていた分が実質、30キロの玄米で7,000何ぼ

ぐらいしかしない。前、高いときは9,000円ぐら

いしていた時期があるんですが、収益性がない

ということで撤退したいとか、苦労されている

んですが、米の見通しとか、せっかく参入され

た方ですから、その辺の対応というのを把握さ

れていますか。

今おっしゃられたよう○小八重農産園芸課長

に、非常に米の値段、下がっていまして、見通

しがわからないところですけれども、いろんな

説があって、今が底だという人もいらっしゃい

ますし、もう少し上がってくるのかなという話

が最近は業界のほうでは出ています。ただ、以

前みたいな9,000円とかそういうところは非常に

厳しいと思います。それと、ことしから生産調

整、ちょっと厳しくなっていますので、その辺

とのかみ合いもあって、そういう規模、それと

品種含めて今、検討させていただいているとこ

ろです。また、情報等はおつなぎしたいと思い

ます。

転作問題も後ほど触れようと思っ○山下委員

たんですが、水田を管理していく上で、米のつ

くりやすいところはいいんですが、やはり転作

不可能なところがあるんです。その辺も地域性

に合った何らかの支援措置と申しますか、転作

ができないところは飼料米のことも検討してお

られるようでありますから、今後、自給飼料を

高めていく上でも、転作作物として、水稲しか

できない、乾田でない地域、その辺も一体性を

持って異業種参入された方に、農業参入された

方はそういうところしかつくっておられないん

です。条件のいいところは担い手の人たちがほ

とんどつくっておられるわけですから、そうい

う総体的な問題も整理して、農業に取り組みや

すい条件整備をしてほしいという思いがありま

す。よろしくお願いします。

飼料の問題もあります○小八重農産園芸課長

ので、積極的にことしから飼料米も含めて検討

させていただいて、幾つかの展示圃なり、また

実際に大規模につくったりということで取り組

むように進めています。これは飼料稲も含めて

一つの大きな、うちの県として、条件不利地に

ついては米を二つに分けてつくるということの

頭の切りかえが必要になってくると思っていま

す。

もう時間がありませんので、１点○鳥飼委員

だけ。隣の長友さんに宮崎県の農地はどれぐら

いあるんですかと聞いたら、７万ヘクタールと

いうことです。農家が５万1,000戸、販売農家

が13万人、生産高が3,300億、所得が484万円と

書いてありますけれども、これは本当かなと

思ったんですが、それは余分なことなんです

が、いろいろと議論があっているんですけれど

も、農業生産法人とか株式会社、いろいろあり

ましたが、本店といいますか、親会社といいま

すか、それが県外にあるところ、そこが農業生

産法人をやっているとか、把握しておられれば

どのような状況なのかということをお尋ねした

いんですけれども。

先ほどの525法人の中○岡崎地域農業推進課長

では、本店が他県にあるというのはございませ

ん。

ということは、宮崎県の農地を○鳥飼委員

使っているところで関連の会社が他県にあると

いうのはないというふうに理解していいんです
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か。

この525法人の中では○岡崎地域農業推進課長

ございませんが、例えば新聞で御承知かと思い

ますが、北海道の農業生産法人が日南市のほう

で期間借地的に冬場の農地を使って参入してき

たという事例はございます。

そういう場合は、宮崎県の農業生○鳥飼委員

産法人ではないんですけれども、いろんな条件

がありましたね。それはいろんな条件が当然か

かってくるというふうに思っていいんですか。

農業生産法人の要件○岡崎地域農業推進課長

は全国一律でございますので、北海道のほうで

農業生産法人としてやっておられると。しか

も、役員とかそういう要件も全部満たしている

と。こちらにそういうことで出てきていますけ

れども、地元においても責任者の方なり置い

て、それから市町村と十分協議をした上で、冬

場のキャベツでしたか、それをつくるために

入ってきているという例でございます。

そうしますと、あの事例ぐらいで○鳥飼委員

すから、日南市ですか、そんな大した面積では

ないと思うんですけれども、基本的に私どもが

考えるのは、宮崎県の農業をどうやって発展さ

せていくかというときに、例えば商業で言えば

イオンが入ってきているんですけれども、イオ

ンが宮崎でやって、もうからなければ撤退して

帰っていく、後は寂れた宮崎だけが残るという

ようなことでは困るというのが基本的にあるん

です。農業生産法人のいろんなお話もお聞きを

しましたけれども、宮崎県の進めていく方向性

としては、地場のといいますか、地元の農家の

支援ということにもちろんなっていくんでしょ

うけれども、そういう事例が出てきた場合は基

本的な対応というのはどんなふうになるんで

しょうか。イオンとかそういうものが来ても同

じように、先ほど言った特定貸付事業とか恐ら

く使えるだろうというふうに思うんですけれど

も、それに対する対応とかについてお尋ねした

いと思いますけれども。

法的なもので言えば○岡崎地域農業推進課長

対応は可能でございますが、ただ、この場合、

市町村と協定を結ぶということになりますの

で、市町村と協定を結ぶに当たっては、地元の

農業者の方、農家の方、あるいは関係機関の

方、その方たちとの調整が一番大事だと思いま

す。商業と違いまして、基盤が農地でございま

すので、農地は地元の農業者の方たちが所有し

ているものでございますので、そのあたりで、

法的には可能かもしれませんけれども、じゃ

あ、出てきてすぐやれるかというと、そういう

ことにならないのかなというふうに考えており

ます。

基本的なデータだけ教えてくださ○長友委員

い。525法人の構成人数というのは大体どれぐら

いですか。

雇用者数ということ○岡崎地域農業推進課長

でよろしいんでしょうか。525法人の中で、これ

は会社のほうに報告といいますか、お願いで

とっておりますので、全部は来ていないんです

が、報告のありました402法人、525法人の中

の402法人から報告をいただいたところなんです

が、その中を見ますと、雇用者数は4,723名、平

均14名ということになっております。

もう１点だけ。集落営農、大体県○長友委員

の指標というのがあると思うんですけれども、

どれくらいを指標にして、今どれくらいできて

いるのか、それをちょっと。

目標を100の集落とい○岡崎地域農業推進課長

たしまして、現時点で51設立しております。

先ほど525の法人のうち○黒岩農政水産部次長
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で親会社が県外の会社のものはないというふう

に申しましたけれども、もう一回つぶさに調査

をいたしまして、報告をしたいと思いますの

で、よろしくお取り計らいをお願いしたいと思

います。

それでは、終了いたしま○外山 衛委員長

す。お疲れさまでございました。

暫時休憩いたします。

午前11時７分休憩

午前11時10分再開

委員会を再開いたします。○外山 衛委員長

商工観光労働部にお越しいただきましたの

で、概要説明をお願いいたします。

商工観光労働部でご○高山商工観光労働部長

ざいます。

本日は、お手元にお配りしております特別委

員会資料の目次にありますとおり、３点、製造

業の事業所数等について、製造業の技術力向上

支援について、平成19年度企業誘致の状況につ

いて、御説明を申し上げます。詳細につきまし

ては、担当課長等から御説明させていただきま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。

資料の１ページをお○工藤地域産業振興課長

開きください。製造業の事業所数等についてで

あります。表は、工業統計調査結果の従業員４

人以上規模の事業所の平成８年から平成18年ま

での事業所数、従業者数、製造品出荷額等の推

移を示しております。上段が宮崎県で、下段の

ほうに参考として全国の状況を記載しておりま

す。本県の各項目の動きは、全国の状況とほぼ

同じ動きとなっております。まず、１の事業所

数は、この表にはございませんが、バブル景気

が崩壊した平成３年をピークに減少を続けてお

ります。平成18年では、1,697の事業所となって

おります。２の従業者数は、同じく平成３年を

ピークに減少を続けておりましたが、平成18年

に15年ぶりに増加に転じて、現在平成18年では

５万9,049人となっております。３の製造品出荷

額等は、平成14年を谷として上昇傾向にありま

す。平成18年では１兆3,321億円となっておりま

す。

この表にはございませんが、１事業所当たり

の従業者数は、本県が34.8人、全国が31.8人

と、全国より３人ほど多い従業者数となってお

ります。一方、１事業所当たり及び１従業者当

たりの製造品等出荷額は、全国平均の６割程度

となっておりまして、生産性が全国と比べ下

回っている状況にあります。このような状況か

ら、海外や国内の製造業者との競争に勝ち残っ

ていくためには、設備の近代化等により合理化

を進めるとともに、技術力や開発力の向上など

を図ることによって取引拡大を目指すことがさ

らに必要と思っております。このため、希望す

る中小企業に対しまして、技術力向上や取引拡

大などの支援を行っているところであります。

説明は以上であります。

次に、製造業の技術力○矢野新産業支援課長

向上支援について説明させていただきます。２

ページをお開きください。県内の製造業の振興

を図るために技術力向上が大変重要でありまし

て、県では工業技術センターなどを中心に技術

者を対象とした研修を実施するなど、その支援

に努めているところでございます。本日は、主

な取り組みや実績について紹介させていただき

ます。

まず、１番の工業技術センター及び食品開発

センターの主な取り組みでありますけれども、

(１)技術指導・相談は、企業からの相談に対し

て生産工程の合理化・省力化、技術開発、新製
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品開発等の指導を行っております。平成18年度

は両センターで2,608件の相談に対応していると

ころであります。

次に、(２)の技術者に対する研修でございま

すけれども、これは、みずから研究開発が行え

る中堅技術者の養成を図りますために、先端技

術に関する基礎理論、応用知識等について講義

や実習などを実施しているところでございま

す。平成18年度の実績は、工業技術センターの

ＣＡＤ/ＣＡＭによる生産合理化研修など、両セ

ンター合計で21テーマを実施しまして、延べ受

講者は677人となっております。

次に、(３)の企業等への巡回訪問でありま

す。これは、職員が企業等へ直接赴いて、生産

技術等に関する情報の提供や情報収集、技術指

導などを行うものでございます。平成18年度は

両センターで273件実施したところでございま

す。

次に、２番目の機械技術センターの主な取り

組みでございます。機械技術センターは、県北

地域に多く集積しております機械金属工業の振

興を図るための施設でございまして、延岡市の

鉄工団地内に設置しております。まず、(１)の

技術指導・相談でございますけれども、企業か

らの相談に対してセンターの機器を利用して技

術指導などを行っております。平成18年度は354

件の相談に対応しているところでございます。

次に、(２)の基礎技術研修・技術講習会でご

ざいますけれども、これは、工作機器等の操作

方法や企業現場が抱える技術的課題等をテーマ

に、平成18年度は三次元測定機研修など26回の

研修を実施しておりまして、延べ受講者数は204

人となっております。なお、この資料には掲げ

ておりませんけれども、このほかにＮＣプログ

ラム作成技術など、主に８つのコースで専門技

術研修というのも行っております。これは18年

度569件で、652人の受講もありました。

最後に、(３)のテクニカルフェローシップで

ございます。この事業は、高度な技術の継承を

通じまして若手技術者の養成を図るために、熟

練技能者がマンツーマンでものづくりのノウハ

ウを指導するものでございまして、平成18年度

から本格的に実施しているところでございま

す。実績としましては、溶接、旋盤、フライ

ス、仕上げ、この４つの分野で熟練技能者９名

をテクニカルフェローとして委嘱しておりま

す。これで18年度10名の受講者の育成を図った

ところでございます。

説明は以上でございます。

資料の３ページをお開き○森企業立地対策監

いただきたいと思います。本年度の企業誘致の

状況についてでございます。二番目の丸印の表

の過去５年間の誘致件数の表の19年度のところ

をごらんいただきたいと思います。誘致件数は

１月24日現在で14件となっております。また、

最終雇用予定者数は791名でございます。

誘致企業の内容でございますが、三番目の丸

印の平成19年度の誘致企業一覧をごらんいただ

きたいと思います。業種別では、製造業が12

件、情報サービス業２件でございます。誘致企

業の内容といたしましては、一つに医療機器な

どの先端技術企業の誘致が図られたことでござ

います。企業といたしましては、人工腎臓を製

造する旭化成メディカル、それから旭化成エレ

クトロニクス、これは大型液晶パネル製造工程

で使用いたしますフォトマスク防じん保護膜を

製造する会社でございます。次に、太陽電池を

製造する昭和シェルソーラーでございます。昭

和シェルソーラーにつきましては、宮崎市田野

町にございます第１工場に続きまして、第２工
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場を建設するものでございまして、本格的な量

産を始めるものでございます。なお、昨年７月

に補助金制度を改正いたしましたが、大型案件

の第１号となる案件でございます。

次に、二つ目といたしまして、自動車関連の

誘致が図られたことでございます。企業といた

しましては、コバテック都城、山洋製作所、ニ

チワ、えびの電子工業、双信電機、これらが自

動車関連の企業でございます。

次に、三つ目といたしまして、本県の豊富な

水資源や森林資源を活用いたしました地場資源

活用型の誘致が図られたことでございます。企

業といたしましては、ミネラルウオーターの製

造を行う生駒名水、同じくミネラルウオーター

の製造を行います美研でございます。それか

ら、フォレストエナジー門川でございますが、

間伐材などを利用した木質ペレットの製造を行

う工場でございます。

四つ目といたしましては、コールセンターの

誘致が図られたということでございます。企業

といたしましては、エバーライフ、健康コーポ

レーションでございます。コールセンターの誘

致につきましては、平成12年度から取り組みを

始めましたが、これまでに累計で17件を誘致し

ておりまして、本県でのコールセンターの集積

が図られつつあるところでございます。

地域別では、県北地域が４件、県央地域が４

件、県西地域が５件、県南地域が１件でござい

ます。今後とも誘致活動に積極的に取り組みま

して、雇用の場の確保に努めてまいりたいと考

えております。以上でございます。

御意見、質疑等ございまし○外山 衛委員長

たら、お願いいたします。

企業誘致の件で１つだけ森さんに○鳥飼委員

お尋ねします。昭和シェルソーラーというのが

ありますけれども、田野にもあったんでしたか

ね。

田野町に第１工場が建設○森企業立地対策監

されまして、その後、今回清武町のほうに第２

工場ということでございます。

田野の第１工場の設置といいます○鳥飼委員

か、稼働というのはいつからでしたか。誘致を

してきた経緯というのが一つあるだろうと思う

んですけれども、それはそれでいろんな皆さん

方の取り組みがあったというふうに思うんです

けれども、第２工場ということで、時代にも

合っているといいますか、大事な環境問題に絡

むものですから、少しその辺の経緯がわかれば

お話をいただきたいと思います。

最初に立地しましたのが○森企業立地対策監

平成17年９月でございます。経緯といたしまし

ては、当初から太陽光発電につきましては今後

非常に市場規模が見込めるということで、昭和

シェルソーラーといたしましても、これは初め

ての事業ということでございましたので、多少

テストプラント的なものをつくって、それで量

産の技術、ノウハウを取得した後、本格的な量

産に入る、そういうふうな経緯がございまし

て、今回第２工場ということでございます。

何人ぐらい働いていて、生産状況○鳥飼委員

とか、わからなければ結構ですけれども、きょ

うおいでの方ではあれかもしれませんけれど

も、昭和シェルソーラーのことを聞いているん

ですけれども、企業局になるのか、ほかのとこ

ろになるかもしれませんけれども、宮崎は太陽

と緑の国といって太陽が光るんですけれども、

自然エネルギー、商工には全然関係ないですか

ね。だれか答えができる人がおればと思って、

非常に大事なことだと思っているんです。こと

しの６月にサミットもありますし、環境問題の



- 19 -

サミットになるんじゃないかと言われておりま

すけれども、宮崎県でできることは何かといっ

た場合に、それぞれあるんですが、県庁の前に

ありますけれども、今、補助制度が全くなく

なっていますね。そういうことに絡んで環境面

で宮崎県が、売り出すというのも語弊がありま

すけれども、非常に大事なことでもあります

し、ある程度の助成策なりがあれば、みんな意

識を持っていると思うんです。そういう意識を

後押しするものが欠けているんじゃないかとい

うことで、ＮＥＤＯのほうに移ってしまってい

るんですけれども、そういうことについては商

工は全く関係ないですかね。

まず、先ほどの従業員数○森企業立地対策監

等でございますけれども、第１工場につきまし

ては、現在75名の従業員数でございます。生産

量といたしましては20メガワット、これは、一

般家庭に太陽光発電のパネルを取りつけた場合

では約5,000世帯分でございます。第２工場のほ

うが従業員数の予定が150名でございまして、生

産量につきましては、第１工場の３倍の60メガ

ワット、世帯数にいたしますと１万5,000世帯分

程度の生産量でございます。

補助制度でございますけれども、昨年７月に

企業誘致関係の補助金の制度を改正しておりま

すけれども、その際に、進出した企業が太陽光

のパネルをつけた場合につきましては、補助を

するという制度を設けております。

後の質問のほうでござ○矢野新産業支援課長

いますけれども、宮崎県の太陽、水、空気もそ

うなんですけれども、自然の豊かなものを生か

した産業としまして取り組んでいるのが、まさ

に太陽光発電というのは宮崎県にふさわしい企

業ということで、企業誘致ももちろん一生懸命

取り組んでおりますけれども、また今年度から

ですけれども、太陽光発電に関する事業者を育

てようということでセミナー等を開催している

ところでございます。来年はもっとそういうも

のを充実しようということで、技術講習会等も

含めて考えていきたいと思っています。それと

バイオ燃料関係につきましても、いろんな焼酎

かすの問題とかありますから、この辺の取り組

みも考えていきたいと思いますし、あともう一

つ、宮崎県でとれる植物を利用して自動車の内

装材にできないかということで、これは３年ぐ

らい前から大手自動車グループと、系列の会社

ですけれども、そういう研究なども行っている

ところでございます。これは宮崎県の産業とし

て生かせないかなということで今いろいろ各研

究者、大学等も組んで頑張っているところでご

ざいます。

直接的に商工観光労働部には関係○鳥飼委員

なかったかもしれませんけれども、非常に大事

な問題ですので、ほかのところとも関連しなが

ら、また勉強していきたいと思います。ありが

とうございました。

月曜日でございましたか、県内の○福田委員

商工会議所と私ども商工会議に関係する議員の

懇談会がございまして、国富町の商工会館でご

ざいましたが、そこで、総理の国会での冒頭の

所信表明にございました農商工間連携の問題

で、いわゆる国や県の補助をいただいて地場産

品の開発をやって、全国発信をするという壮大

な構想の説明や、あるいは既にでき上がりまし

た品物の姿を見せていただいたわけでありま

す。その中で、県内の各市町村がバッティング

する商品がいっぱいありますね。素材が似通っ

ていますから、牛肉、地鶏、キンカン、クリ、

そういう素材を使ったいろんな商品開発がなさ

れておりましたが、そこで、全国発信ですか
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ら、地元のいわゆるファーマーズマーケットと

か直売所で売る品物じゃございませんから、商

品開発についてはかなりレベルアップをしない

といけないということで、食品開発センターの

件についてもお尋ねしたんですが、きょうは特

産品を生かした商品づくり等での技術研修等も

報告されましたが、どういうかかわり合いを

持っておられるのか、お聞きしておきたいんで

すが。

まず、後半のお○青山食品開発センター所長

尋ねで、特産品を生かした商品づくりというこ

とで、企業の技術者に対する研修ということで

ここに資料として挙げています。この中身を少

しお話ししますと、これは18年度の事業でござ

いまして、特産品、いろいろあるんですけれど

も、このときのお話としましては、熊本県でい

ろいろお菓子とか総菜をつくっておられる方を

講師として招きまして、一般的な商品開発の取

り組みとか、地場産品を生かす商品づくりとい

いますか、そういった過程に向けてのリーダー

の育成とか、それから、女性の方たちが主に食

品加工リーダー的なところで活躍されています

から、そういった方たちの活動の支援のいろん

な指導とか、そういうことを講師の方が説明し

て研修したという内容でございます。

それから、最初の前半の部分ですけれども、

食品開発センターがどういった地場産品とのか

かわり方でもって、商品開発の研究あたりで支

援しているかというお尋ねだったと思うんです

けれども、今までも食品開発センターでは、い

ろんな地場産品がありますので、例えば最近で

いきますと、マンゴー関係を使ったジャムと

か、リキュール関係、ユズリキュールとか、そ

れぞれのものについての開発に向けての商品づ

くりへの支援というのをやっています。また、

国富町におきまして、現在、白玉まんじゅうと

いうことで、日もちとかそういうことをいろい

ろ地元のほうからの要請もございまして、何と

か食品開発センターのほうで日もちができるよ

うな白玉まんじゅうはできないかということの

御相談を受けて、今その支援に向けての努力と

いうか、そういった研究もさせていただいてい

るというような状況もあります。

ありがとうございます。私は、品○福田委員

物を一見しまして、全国展開というタイトルに

なっていましたから、もう少しレベルアップし

ないと、全国でのビジネスを展開するには

ちょっと力が不足するんじゃないかという気が

しまして、それも申し上げましたし、それと、

各市町村間の競合品目がかなり出ていますね。

その辺の調整をぜひ指導されるべきじゃないか

と思います。

それから、企業誘致の関係でありますが、企

業誘致、特に自動車関連部品について期待がか

かっているんですが、私の地元では、ホンダ関

連とトヨタ関連がございまして、子会社、孫会

社、その下に地元のひ孫とか、そういう小さな

家内工業的な部品もたくさんありまして、地元

にありますから、どういう仕事をしているかよ

くわかっています。世界に打って出る自動車

だって、こういう家内工業の下支えがないと部

品ができないということをよくわかるわけであ

りますが、そこで、孫請、ひ孫請ぐらいの方が

独立されてしっかり、将来、九州が自動車アイ

ランドということでうたわれていますから、宮

崎にもその効果があらわれるということを考え

ますと、そういう地元の技術レベルアップと受

け皿づくりが必要と思いますね。そういう面で

は、山洋製作所、ここを私は見ておりまして、

これは前、ウナギの白焼き工場として誘致した
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企業が倒産して、その後に入ったんです。たま

たまこの会長がウナギの仕事をやってきた方で

すから。今、ホンダの下請をやっているんです

が、こういう空き工場が全県下にたくさんある

と思うんです。誘致してもうまくいかなかった

企業、そういう企業を調査して、その家屋等を

再利用すれば非常にコストが安くて立地ができ

る、そういうふうに見ておりまして、山洋製作

所の文字を見ましたら考えたんですが、そうい

う地元にあって技術を持っておりながら、起

業、ビジネスを起こす意欲を持っている人を助

けるために、その辺のお手伝いもする必要があ

るんではないかと考えておりまして、宮崎県の

いろんな下請、孫請の技術も捨てたものじゃな

いなと思っています。例えば溶接、フライス、

仕上げ、この辺もすごい技術があることを私も

知りました。例えば液晶テレビの液晶部分の型

枠等のフライスなんかも町工場でやっていまし

たから、大したものだなと思っております。そ

ういう方々が新たなビジネスを求めて展開する

場合の受け皿として、そういう空き工場等の提

供も必要ではないかと考えておりますから、そ

の辺はどうでしょうか。たくさん立地しなが

ら、うまくいかずに畳んだ工場があると思いま

す。

空き工場の情報につきま○森企業立地対策監

しては、我々のほうも各市町村のほうから情報

を集めまして、一応データとして今、持ってい

るところでございます。したがいまして、県外

あるいは県内からそういうふうな空き工場を利

用して企業立地したいというふうなケースにつ

きましては、そのデータに基づきまして、いろ

いろ御紹介をしているところでございます。

企業誘致のことについてお尋ねし○徳重委員

たいと思います。19年度14社、この中で、新規

と言ったら過ぎるかもしれませんが、先ほど出

ました昭和シェルソーラーとか、旭化成関係、

双信電機関係、えびの電子関係、これらは大体

宮崎県に今まで立地していたと思っています。

そして、さらに増設その他と考えております

が、新しく宮崎に立地した企業というのは14社

のうちの何社ですか。

４社でございます。企業○森企業立地対策監

名といたしましては、お手元の表にございます

が、エバーライフ、コールセンターの健康コー

ポレーション、フォレストエナジー門川、美

研、この４社でございます。

知事も、御案内のとおり、マニ○徳重委員

フェスト100社１万人という数字を挙げてきてお

るわけです。新規というか、宮崎の実態を知っ

ていらっしゃる会社がかなり新設をされている

わけですけれども、そこで、新規で参入をいた

だくということになりますと、当然それなりの

条件が示されて相談に行かれると思うんです

が、なかなか立地ができないということで困っ

ていらっしゃるというか、相談で問題になって

いる点はこの状況の中ではどうお考えになって

いらっしゃいますか。

新規で御相談をいただく○森企業立地対策監

場合の一番の問題点は、まず宮崎県の状況はど

うなっているかがわからないというのが進出を

御検討されている企業の一番の不安点でござい

ます。そういったこともございまして、場合に

よりましては、独自に県内の知り合いの企業に

いろいろ状況をお話をしたりとか、そういうこ

とがあるようでございます。誘致活動上はそう

いった点を私ども考慮いたしまして、なるだけ

進出を検討していただいている企業の立場に

立って親身に御相談に乗るというふうなこと

で、今そういう活動は、やっているところでご
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ざいます。

知事のマニフェストを実現させる○徳重委員

というのは大変なことだなというような印象を

持っていますが、２年目が正念場と言われてお

ります。知事のトップセールスという形で、も

のを売ることについては一生懸命やっていらっ

しゃいますが、この誘致活動についてもマニ

フェストの中でも非常に重要な部分だと私は理

解しているんですが、１年間の中で知事が直接

交渉というんですか、そういった行動があった

ものかどうか、それがわかったら教えてくださ

い。

知事のトップセールスに○森企業立地対策監

つきましても、積極的に取り組んでおりまし

て、企業の本社等に出向きまして、社長さんに

直接お願いをするということもやっておりま

す。８年ぶりでございましたか、企業立地セミ

ナー、これはほとんど県外のほうでやっていな

かったんですけれども、こちらのほうも開催い

たしまして、知事みずからが本県の立地環境に

ついて説明をするというふうなことで、知事の

トップセールスということにつきましても、こ

れまでは取り組んできたところでございます。

知事が一生懸命取り組んでいただ○徳重委員

いていることをお聞きしたんですが、その中

で、１年たちました。これだけの知名度、宮崎

を全国にアピールしていただきました。宮崎は

いいところですと、住むところにしても、いろ

んな企業誘致があっても十分かなえられる環境

がありますと、人的なものもありますと、環境

もいいですということを訴えてこられたと思い

ますが、知事のそういった説明や行動に対して

の反応というんですか、結果論として、宮崎に

行きますわといって何か出てきたものでしょう

か。

知名度は確かに上がりま○森企業立地対策監

して、実際、企業が新しく投資をするというこ

とになりますと、その企業にとりましても、非

常なリスクを負うものでございますので、現実

的には、すぐそういうものが立地に結びつくと

いうことはなかなか厳しいかとは思いますが、

ただ最近では、知事に出ていただいて、どっち

にしようか、どちらの県にしようかと言ってい

たときに、知事から直接お誘いを受けたという

ことで、じゃ、宮崎県にしようという動きが少

しは出てきているところでございます。

ぜひひとつ、せっかくこうしてみ○徳重委員

ずから発表されていますから、メディアにも

ちゃんと言っていらっしゃるわけですから、こ

れを一つでも実現できるように努力していただ

きたいと思います。

誘致企業の関連についてお伺い○前屋敷委員

したいんですけれども、きょう５年間の資料を

提示していただいておりますけれども、雇用に

関してですが、19年度は雇用の目標が791で、到

達が540ということになっています。過去にさか

のぼって、15、16、17、18年度が出ています

が、雇用予定者数がここにあるんですが、現在

の到達度といいますか、実績がわかれば、恐ら

く廃業されているところもあるかもしれません

けれども、そういったものもあればお示しいた

だいて、現在の到達度を教えてほしいんです

が。

まず、19年度でございま○森企業立地対策監

すけれども、ほとんどが操業開始前でございま

すが、現在、791名中131名の雇用が実現いたし

ております。それから、過去の分についてでご

ざいますけれども、これにつきましては、企業

のほうからアンケート調査をしないと実態が把

握できないというふうな状況がございます。数
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字が古いのでございますけれども、19年６月に

アンケート調査をした結果でございますけれど

も、14年度から18年度まで最終雇用予定者数

が6,028名でございますけれども、これに対する

この調査時点での雇用者数が4,133名ということ

で、率にいたしまして68.6％という状況になっ

ております。

アンケートの協力をいただいた○前屋敷委員

結果だというふうには思うんですけれども、県

からの助成も支給されながらの企業ですので、

やはりアンケートその他については協力を最大

限いただくということも必要かというふうに思

いますし、雇用に関しても、コンタクトをとり

ながら、やはり積極的に雇用受け入れを促して

いくということも県としての役割かなというふ

うに思っているところです。できれば資料とし

ても、誘致企業に関してどの程度毎年県からの

助成が出されているのかということも数値を示

しながら、そことあわせて安定した雇用が図ら

れるということ、もちろん正規雇用が大前提だ

というふうに思うんですけれども、そういうと

ころでぜひ県と誘致企業との関連を、新しい分

野の開拓も必要なんですけれども、これまで誘

致企業として立地されたそういう企業に対する

指導や援助、そういうところにぜひ力を入れ

て、目的が達成されるような形で進めてほしい

というふうに思うものですので、要望とあわせ

てぜひお願いしたいと思います。

本来だと常任委員会で議論す○外山三博委員

ることでしょうが、私は商工に入っていません

ので、景気対策、技術革新という立場でちょっ

と確認したいんですが、宮崎県の技術を引っ

張っていくために、工業試験場がいろんな意味

で下支えをしていく必要がありますね。そのと

きに工業技術センターの技術職の職員の異動、

基本的にはどういうスタンスで今、取り組んで

おられるんですか。

私たちのセンタ○河野工業技術センター所長

ー、工業技術センターあるいは食品開発センタ

ーありますが、現実の異動状況を見てみます

と、異動はほとんどやっていないというところ

が基本線なんですが、例えば機械職、化学職、

電気職、いろいろあります。人事課的な言い方

かもしれませんけれども、全体の中で異動を回

していくという事情もありますので、ここに来

たら最後まで異動はないということではありま

せんけれども、基本となる人については、工業

技術センターのレベルのダウンにつながってき

ますので、中心となる人は基本的に動かしてお

りません。そのほか、本人の異動希望、ここか

ら出たいという人なんかもおりますので、ずっ

ととめ置くこともできない場合もありますの

で、若干の異動はありますけれども、基本的に

は、普通の県庁職員の異動に比べましたら相当

長いというふうに思っています。

前も同じような議論をしてき○外山三博委員

たんですが、前は結構異動させておりました

ね。なぜ異動させるのかと聞くと、行政のこと

がわからないと自分たちがやっている技術のこ

ともわからないというような言い方で、それは

おかしいよという話をしてきました。今、世の

中は技術革新が日夜進んでおります。ですか

ら、きょう聞いて、よかったなと。研究職、技

術職は相当な期間やっていって初めて民間の指

導ができるということですから、今、話を聞い

て安心しました。

企業誘致について対策監に２○武井副委員長

点、部長に１点質問させていただきます。

まず最初ですが、先ほどの徳重委員の質問と

かぶるところがあるんですが、この14件の中で
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全くの純粋な新規で来ているところが４件とい

うような話があったんですが、私たちが一般的

に、報道等でも企業誘致といいますと、イメー

ジとして県外から新しく来たんだなという印象

は持っていますし、大部分の県民の皆さんは、

企業誘致の件数というのは純粋に県外から来た

んだろうなというふうに思っていらっしゃる方

も相当いらっしゃるんじゃないかと思うんです

が、今後の発表の方法として、一つ意見なんで

すが、例えばさっきの話であれば純粋に県外か

ら来たのが４件で、増設新設ないしは新規のも

のは何件ですみたいな形で、発表されているの

かもしれませんけれども、もうちょっとその辺

を内訳としてきっちり発表していくべきではな

いかと思っております。発表の方法として、そ

れが１点です。

もう一つは、例の50億円の話です。補助金を

上げたということ、これが実際に企業を回られ

ていてどのようなインパクトを与えているの

か。また、他県と比べて、それがかなりのイン

センティブとして企業に受けとめられているの

か。まず、この２点をお伺いしたいと思いま

す。

発表の方法でございます○森企業立地対策監

けれども、これにつきましては、記者発表等

で、新規に進出をしたとかあるいは増設をした

とかいうふうな形で現在もやっておりまして、

明確にはっきり分けてやっているということで

はございませんけれども、なるだけ記者発表等

の中ではそういうふうな形で今後出していきた

いというふうに思っております。

それから、50億円のインパクトでございます

けれども、やはり関心はかなり高くはなってき

ております。特に大型案件等につきましては、

優遇制度、補助金制度が50億円ありますねとい

う声は最近少し聞こえてきています。

発表の件については最終的に○武井副委員長

は報道なりが書くところなんでしょうけれど

も、例えばこういったペーパーなんかでも何ら

かわかるようにとか、その辺もぜひ考慮してい

ただければと思っております。

高山部長にお伺いしたいんですけれども、企

業誘致に今、知事が非常に力を入れて、宮崎県

の大きな課題の一つでもあるんですが、実際に

企業誘致も少しお手伝いなんかさせていただい

て、担当者の方なんか一生懸命されているのも

本当によくわかるんですが、もうちょっと人的

な拡充、組織改編もあるやのないやのという話

も聞こえてもくるんですけれども、スタッフ的

なもの、東京も含めてですけれども、もっと拡

充していくとか、その辺については部長として

御見解があればお聞かせいただきたいんです

が。

企業誘致を進めると○高山商工観光労働部長

きに２つポイントがあると思うんですが、１つ

が、可能性のある情報をいかに集めるか、あと

１点が、情報があったところにいかに頻繁に職

員が出ていくかという、この２点があると思い

ます。そういった形をどうやって強化していく

方法があるだろうかと、それはいろいろ検討は

しております。ただ、県職員の関係とかいいま

すと、どうしても総体的な職員の定数の問題と

か、その辺もございますので、どういった工夫

があるかとか、その辺はいろいろ研究をしてい

るところでございます。

これだけ知事も力を入れて、○武井副委員長

ある意味では東国原県政の評価をはかる一番の

大きな物差しにも多分なり得るようなことだと

思いますので、ということは、来年の４月に向

けて、外のアドバイザーとかいうことももちろ
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ん含めてですけれども、拡充するということで

検討していきたいと。私は、ぜひそういうこと

をやっていただきたいと思うんですが、この体

制をもっと充実させていきたいという御希望は

持っていらっしゃるという理解でいいですか。

先ほど申したような○高山商工観光労働部長

２つの課題をどうやって解決できるか、その辺

はいろいろ工夫をしていきたいというふうに考

えております。

わかりました。ぜひ体制の拡○武井副委員長

充も含めて検討していただきますよう要望した

いと思います。

商工観光労働部を終了いた○外山 衛委員長

します。御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時55分休憩

午前11時57分再開

委員会を再開いたします。○外山 衛委員長

委員協議に移りたいと思います。まず、協議

事項（１）の委員会報告書骨子（案）について

でございます。日程の次に添付しています資料

１をごらんください。１ページに委員会報告書

に掲載する項目を挙げております。Ⅰ、特別委

員会の設置、Ⅱ、調査活動の概要、Ⅲ、結び、

Ⅳ、特別委員会設置等資料の構成としたいと思

います。また、調査活動の概要につきまして

は、委員会の調査事項やこれまでの委員会での

説明事項、審議状況などを踏まえまして、１、

雇用対策について、２、産業振興について、

３、企業誘致についてに分けて、審議・調査の

内容、委員会としての意見等についての記述を

することとしております。

次に、２ページをごらんください。２ページ

から４ページまでは、骨子（案）に掲げており

ます項目について、現状等や委員会での審議項

目等を詳しく記載しております。なお、４ペー

ジにありますように、Ⅲの結びでは、調査活動

の総括や提言を行いたいと考えております。

また、５ページには参考として当委員会の審

議状況一覧をつけておりますので、ごらんいた

だければと思います。当委員会の報告書の作成

に当たりまして、委員の皆様から御意見あるい

は御要望がございましたら、お願いをいたした

いと思います。１年間の活動報告みたいなもの

ですから、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、これまでいただ○外山 衛委員長

きました御意見、御要望を踏まえまして、委員

会報告書を作成したいと思います。なお、細か

い内容につきましては、正副委員長に御一任を

いただきたいと思います。

なお、次回の委員会は２月定例会中でござい

ます。報告書につきましては、印刷の関係上、

事前に委員の皆様の御了解をいただくことにな

ります。予定では、２月定例会の初日、２月21

日に委員の皆様に報告書案を配付いたしまし

て、１週間ほど時間を置きまして、書記が御意

見及び御了承をいただきに伺う予定にしており

ます。合冊して議場に配付することとなります

ので、御了承願います。

次回の委員会では、２月定例会最終日に議場

にて行います委員長報告（案）の御協議をお願

いしたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。委員長報告は委員会報告書を要約した

ものとなります。

次に、協議事項（２）のその他でございます

が、委員の皆様から何かございませんでしょう

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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次回の委員会ですが、２月○外山 衛委員長

定例会中の、事務局案では３月17日（月曜日）

午前10時からとなっておりますので、御出席の

ほどよろしくお願いを申し上げます。

以上で本日の委員会を閉会いたします。

午後０時１分閉会


